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第１章 自然環境 

１．１ 地理・地形 

本市は、滋賀県東南部で近畿圏と中部圏をつなぐ中間に位置し、大阪・名古屋から

約 100km 圏内にあります。 

東南部に、標高 1,000m を超える山々が連なる鈴鹿山脈、西南部は信楽盆地とこれ

らに続く丘陵性山地が広がり、森林が地域面積の約 70％を占め、野洲川、杣川、大戸

川等の河川沿いに平地が開ける、水と緑に囲まれた豊かな自然と美しい景観に恵まれ

た地域となっています。これらの豊富な自然資源と肥沃な大地は、近江米や土山茶・

朝宮茶、かんぴょうなどの伝統野菜を中心とした農業やスギやヒノキなどの林業、配

置売薬を起源とする薬業、日本六古窯の一つに数えられる信楽焼など、多くの特色あ

る地場産業や産品・工芸品を育んできました。 

また、仏教美術を中心とした県下有数の質・量を誇る豊かな文化財、著名な甲賀流

忍術の伝承など、地域色豊かな歴史が今も息づいています。近年は多くの企業が進出

し内陸工業地として発展し、住宅団地も数多く造成され、都市化が進行しています。 

平成20年3月に新名神高速道路が開通したことにより、さらなる集客が見込まれ地

域の活性化が期待される一方で、不法投棄、観光ごみの増加が懸念されます。 

本市の位置を図２-１-１に示します。 

 

１．２ 気候 

本市の年平均気温は、平野部では14℃と温暖ですが、東部及び西部山岳地帯では12

～13℃と低くなっています。年間降雨量は1,500～1,800mmです。積雪量も特異な年を

除いては、平野部で最高20㎝前後であり、積雪日数・積雪量ともに少ない地域となっ

ていますが、東部の山間部では 30㎝以上積雪があります。 

降霜は 11月から 4月まで見られますが、4月から 5月にかけて山岳地帯に晩霜があ

り、しばしば農作物に被害をもたらすことがあります。風向は年間を通じて北西風

（比良おろし）が多く、秋から冬にかけて空気が乾燥し風は強くなり、春から夏にか

けては暖かい東南風（いなさ）が多くなります。 
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図２-１-１ 本市の位置  
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第２章 社会環境 

２．１ 人口の動態、分布 

（１）人口の動態 

本市の人口動態を表２-２-１に示します。 

令和 2年度には 480 人減、令和 3年度には 644 人減となっています。 

 

表２-２-１ 人口動態 

 

（資料：令和 3年度甲賀市統計書） 

 

（２）人口分布  

令和 4年 12 月末における本市の人口分布を図２-２-１に示します。 

水口地区が最も多く全体の 46％を占めており、次いで甲南地区が 23％となって

います。土山地区が 8％と最も人口が少ない地区となっています。 

 

資料：甲賀市市民課（令和 4年 12 月末総人口） 

図２-２-１ 人口分布  

自然動態 社会動態

出生 死亡 転入 転出

R2年中 644 949 2,940 3,115 -480

R3年中 569 979 2,879 3,113 -644

増減

水口地区

41,268

46%

土山地区

6,947

8%

甲賀地区

9,483

11%

甲南地区

20,749

23%

信楽地区

10,599

12%

【総人口 89,046人 総世帯数 37,300世帯】



第２編 市の概要 

8 

２．２ 産業の動向 

平成28年と令和3年の産業別事業所数及び従業者数を図２-２-２及び図２-２-３に

示します。 

事業所数は、平成28年度が 3,972事業所、令和3年度が 3,928事業所となり減少し

ています。また、従業者数は、平成28年が 43,146 人、令和 3年が 44,281人となり増

加しています。 

 

 
（資料：経済センサス-活動調査） 

図２-２-２ 産業別事業所（民営） 

 

 
（資料：経済センサス-活動調査） 

図２-２-３ 産業別従業者数（民営） 

 

 

  

第1次産業

37

0.9%

第2次産業

1,120

28.2%

第3次産業

2,815

70.9%

(平成28年） 第1次産業

82

2.1%

第2次産業

1,062

27.0%

第3次産業

2,784

70.9%

（令和3年）

第1次産業

511

1.2%

第2次産業

19,061

44.2%
第3次産業

23,574

54.6%

(平成28年） 第1次産業

1,085

2.5%

第2次産業

18,107

40.9%
第3次産業

25,089

56.7%

（令和3年）
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２．３ 土地利用 

土地の利用目的に応じた区分を図２-２-４に示します。 

森林が 67％、農地が 11％、宅地が 5％となっています。 

 

 
（資料：第 2 次甲賀市国土利用計画（平成 30 年 11 月）） 

※1 数値（平成 27 年）は、滋賀県県⺠活動⽣活課調べによる。  

※2 道路は、⼀般道路、農道及び林道である。 
※3 端数処理のため、数値の和は合計と⼀致しない。 

図２-２-４ 土地の利用目的に応じた区分 

 

農地, 5,283ha, 

11%

森林, 32,051ha, 

67%

原野等, 0ha, 0%

水面・河川・水路, 

1,650ha, 4%

道路, 2,019ha, 4%

宅地, 2,523ha, 5% その他, 

4,186ha, 9%

面積

48,162ha
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第３章 長期計画・開発計画 

３．１ 総合計画 

本市の将来像を示した第２次甲賀市総合計画（第２期基本計画）（令和 3年 4月策定）の施策体系を図２-３-１に示します。 

  

図２-３-１ 施策体系 

①自治振興会活動の促進

②市民活動ネットワークの促進

課題 ①人権教育、啓発の推進

職場や地域における子育て、教育環境の充実 ②多文化共生の推進

や女性の活躍に対する支援が不十分であり、 ③人権に関する相談、支援の充実

出生率の上昇につながっていない。 男女共同参画 ①男女共同参画社会づくりの推進

①シティセールスの展開

雇用に係る需要と供給のアンバランスにより、 ②広報力・情報発信の強化

市内への定住（移住）が進んでいない。 ①自然環境の保護、活用 ③資源、エネルギーの有効活用の推進

②生活環境の保全 ④廃棄物の適正処理

福祉、介護の不安、公共交通が不便なため、 ①文化財等の調査と保護

中山間地域から子育て世代を含めた広い層の ②文化財等の活用

流出が進んでいる。 ③景観の保全と創造

①生涯学習環境の充実

テーマ ②文化、芸術の振興

子育て・教育 ③スポーツの振興

子どもたちが、いきいきと健やかに、 ①長寿、生きがいづくり ③地域共生社会の実現

安心して夢を追いつづけることができる ②障がい福祉の充実 ④セーフティネットの充実

「子育て･教育NO.1」のまちとなります。 ①健康寿命の延伸 ③地域医療体制の確保

②疾病予防、早期対策の推進 ④保険制度の適正運用

地域経済 ①良質な住宅資産の形成と活用 ③上下水道事業の健全運営

域内における消費の拡大と、域外から稼ぐ ②公営住宅の整備、維持管理 ④公園の整備、維持管理

仕組みをつくり、地域内で｢お金｣がまわる ①安全、安心対策の強化 ③消防体制、基盤の充実

ことで、地域経済全体へ波及効果を生み出 ②地域防災体制、基盤の強化 ④治水、砂防の推進

し、｢活気あふれる｣まちとなります。 ①農畜水産業の安定経営の確保 ③林業の振興

②地域ブランドの展開 ④鳥獣害対策の推進

福祉・介護 ①商業の振興 ③工業の振興

年齢や場所を問わず、誰もが住み慣れた ②地場産業の振興 ④観光資源の活用と観光客の誘致

地域で｢その人｣らしく、いきいきと暮らすこと ①起業、就労支援の促進

ができる｢健康長寿｣のまちとなります。 ②女性の活躍

③ワーク・ライフ・バランスの推進

行政経営の方針 ①広域幹線道路の活用促進 ④地域公共交通網の再編と利便性向上

１.市民自治を追求する ②市道（幹線道路網）の整備 ⑤鉄道利用環境の改善・整備

２.成果主義を追求する ③生活道路等の整備と維持管理

３.持続可能を追求する ①拠点を形成する市街地の整備

＋ ②土地利用の誘導

「行政だけ」でできることには限界がある。 ①産前産後、乳幼児期の安心の確保 ③放課後の児童対策の充実

↓ ②就学前教育、保育の充実 ④地域の子育て力の向上

市民一人ひとりがまちづくりの主役 ①学校教育の充実

－シビック・プライド－ ②教育環境の充実

③青少年の健全育成

都市構造 ①職員力の向上 ③公共資産マネジメント

暮らしをつなぎ、地域を未来につなぐ ②行政サービスの効率化 ④持続可能な財政運営

－多様性を活かしたネットワークづくり－ ①市民の生命、健康、安全の確保

②地域経済の復興

市民、事業者等に寄り
添う、きめ細かな新型
コロナウイルス感染症
対策

新型コロナウイルス
感染症対策

地域の「稼ぐ力」を
高める

農林畜水産 

商工観光 

活躍・雇用 

道路・交通 

都市形成

結婚、出産、育児の
希望に応える

子ども・子育て

学校教育・青少年

徹底的な行政改革
による持続可能な
自治体経営

行財政

あ
い
甲
賀
 
い
つ
も
の
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ら
し
に
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し
あ
わ
せ

」
を
感
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ま
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で
未
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ぐ
！
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誰もが主役となり、
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まちとなる
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人と文化を未来に
つなぐ
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３．２ 都市計画マスタープラン 

都市計画マスタープラン（平成29年8月策定）における主な整備方針（市街地等）

を表２-３-１に示します。 

 

表２-３-１ 主な整備方針 

地域 整備方針の内容 

水口 

地域 

・市役所周辺においては、商業や医療・福祉施設、教育関連施設、観光関連施設等の多様な

都市機能の誘致や充実を図る。 

・貴生川駅周辺においては、都市機能の集積や住環境の形成を図るための基盤整備につい

て、都市拠点との連携を含めて検討する。 

・旧東海道の沿道においては、シンボルとなる複合交流施設の活用を図り整備や景観形成を

促進する。 

・新城地区、水口地区、貴生川駅周辺地区等の住居系用途地域内の農地や低利用地・未利用

地が多く残る地区において、土地区画整理事業や宅地開発事業等により、良好な住宅地の

整備を計画的に促進する。また、泉・北脇地区、伴中山・山地区、宇川地区等の工業系用

途地域において、都市基盤の整備を計画的に促進し、工業適地に指定されている地域につ

いては充分な誘導方法等を検討する。 

土山 

地域 

・土山地域の中心地では、日常生活を支える商業や医療・福祉等の都市機能をはじめ、観

光・歴史文化や伝統産業工芸等の地域個性を活かした多様な都市機能の維持・充実を図

る。 

・旧東海道の沿道の市街地においては、伝統的な住宅を再生し、安全で利便性の高い居住地

として再整備を促進する。 

・土山地域北東地区等の住居系用途地域内の農地や低利用地・未利用地が多く残る地区にお

いて、土地区画整理事業や宅地開発事業等により良好な住宅地の整備を計画的に促進す

る。 

甲賀 

地域 

・JR 甲賀駅周辺地区においては、日常生活を支える商業や医療・福祉等の都市機能をはじ

め、観光・歴史文化や伝統産業、伝統工芸等の地域個性を活かした多様な都市機能の維持

や誘致・充実を図るとともに、住居系用途地域内の低・未利用地が多く残る地区におい

て、土地区画整理事業や宅地開発事業等により、良好な住宅地の整備を計画的に促進す

る。 

・JR 甲賀駅から油日駅周辺の市街地においては、伝統的な住宅地を再生し、安全で利便性の

高い居住地として再整備を促進する。 

・鳥居野地区等の工業系用途地域において、土地区画整理事業等により工業地の整備を計画

的に促進する。 

甲南 

地域 

・JR 甲南駅周辺地区においては、日常生活を支える商業や医療・福祉等の都市機能をはじ

め、観光・歴史文化や伝統産業、伝統工芸等の地域個性を活かした多様な都市機能の維持

や誘致・充実を図る。 

・甲南地域の野田地区、竜法師地区等の市街化区域内の低・未利用地が多く残る地区におい

て、土地区画整理事業や宅地開発事業等により、良好な市街地の整備を計画的に促進す

る。 

・甲南地域の市原地区、杉谷地区等の市街化区域における工業系用途地域では、空閑地を中

心に良好な市街地の形成を促進する。 

信楽 

地域 

・地域拠点となる信楽高原鐵道信楽駅周辺の中心地においては、日常生活を支える商業や医

療・福祉等の都市機能をはじめ、観光・歴史文化や伝統産業、伝統工芸等の地域個性を活

かした多様な都市機能の維持や誘致・充実を図る。また、にぎわいのある市街地形成をめ

ざし、空き家・空き店舗等を活用し、商業の活性化を図ることを検討する。伝統的な住宅

を再生し、安全で利便性の高い居住地として再整備を促進する。 
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第４章 生活環境 

４．１ 交通・道路 

本市内の主要な交通・道路を図２-４-１に示します。 

鉄道網は、ＪＲ草津線が本市を横断し、ＪＲ草津線貴生川駅を起点として近江鉄道

本線・信楽高原鐵道があります。 

バス交通としてコミュニティバスが29路線、コミュニティタクシーが6エリアあり

鉄道網と連携し、市民の主要な交通手段として活用されています。 

道路網は、主要幹線道路として国道 1 号、及び主要地方道草津伊賀線が地域を横断

し、国道 307 号が地域を縦断しています。甲賀地域及び周辺地域の新しい交通基盤と

しては新名神高速道路が開通し、市内には甲賀土山ＩＣ、信楽ＩＣ、甲南ＩＣが設置

されています。 

 

 

図２-４-１ 交通・道路 
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４．２ 下水道 

公共下水道等の整備状況を表２-４-１に示します。 

水環境の保全、水質汚濁の防止を図るため、本市には公共下水道及び特定環境保全

公共下水道の整備を推進しており、令和 4 年 3 月末時点の両下水道を合わせた普及率

は 80.9％、処理区域内水洗化率は 89.4％、行政区域内水洗化率は 72.3％となってい

ます。 

 

表２-４-１ 公共下水道の整備状況 

 
公共下水道 

（特定環境保全公共下水道※を含む） 

処理区域面積（ha）：A 2,917.9 

行政区域内人口（人）：B 89,219 

処理区域内人口（人）：C 72,158 

水洗化人口（人）：D 64,502 

普及率（％）：C/B 80.9 

水洗化率 処理区域内（％）：D/C 89.4 

 行政区域内（％）：D/B 72.3 

出典：滋賀県下水道普及状況調査令和 4年 3 月 31 日現在 
※特定環境保全公共下水道：市街化区域外に設置される公共下水道 
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第５章 人口・世帯数 

５．１ 人口・世帯数の実績 

平成 30 年度～令和 4 年度までの人口及び世帯数の推移を図２-５-１に示します。 

人口は、平成30年度の 90,833人から年々減少し、令和4年度に 88,865 人となって

います。世帯数は、増加傾向にあり、令和 4年度には 37,515 世帯となっています。 

 
（資料：甲賀市住民基本台帳人口各年年度末） 

図２-５-１ 人口及び世帯数の推移 

５．２ 将来人口 

将来の行政区域内人口予測を図２-５-２に示します。 

将来人口は、「第 2 次甲賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略【人口ビジョン編】

（令和 2年 4月）」の将来推計人口を基本としたものです。 

 
※第 2 次甲賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略（人口ビジョン編）の国立社会保障・人口問題研究所の将

来推計人口より、令和 7 年 85,629 人、令和 12 年 82,526 人とし、令和 7 年より毎年 621 人が減少するもの
として設定。 

図２-５-２ 行政区域内人口予測  
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